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宮
島
司
教
授
略
歴

昭
和
二
五
年
八
月
二
三
日　

東
京
に
て
出
生

昭
和
四
四
年
三
月　
　

慶
應
義
塾
志
木
高
等
学
校
卒
業

昭
和
四
八
年
三
月　
　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
卒
業

昭
和
五
〇
年
三
月　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
民
事
法
学
専
攻
修
士
課
程
修
了

昭
和
五
三
年
三
月　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
民
事
法
学
専
攻
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学

昭
和
五
五
年
四
月　
　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
専
任
講
師

昭
和
五
六
年
四
月　
　

レ
ン
ヌ
大
学
（
フ
ラ
ン
ス
）
法
学
部
訪
問
研
究
員
（
昭
和
五
八
年
三
月
ま
で
）

昭
和
五
九
年
四
月　
　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
助
教
授

昭
和
六
〇
年
四
月　
　

大
蔵
省
企
業
会
計
審
議
会
幹
事
（
昭
和
六
三
年
三
月
ま
で
）

平
成
二
年
四
月　
　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
（
現
在
に
至
る
）

平
成
二
年
八
月　
　

サ
ン
パ
ウ
ロ
大
学
（
ブ
ラ
ジ
ル
）
法
学
部
客
員
教
授
（
平
成
三
年
三
月
ま
で
）

平
成
元
年
一
一
月　
　
『
企
業
結
合
法
の
論
理
』
で
慶
應
義
塾
賞
を
受
賞

平
成
二
年
三
月　
　
『
企
業
結
合
法
の
論
理
』
で
法
学
博
士

平
成
六
年
四
月　
　

金
融
庁
企
業
会
計
審
議
会
委
員
（
平
成
一
六
年
一
二
月
ま
で
）

平
成
六
年
一
〇
月　
　

公
認
会
計
士
第
二
次
試
験
委
員
（
平
成
九
年
九
月
ま
で
）
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平
成
一
二
年
一
〇
月　
　

慶
應
義
塾
志
木
高
等
学
校
長
を
兼
任
（
平
成
一
六
年
九
月
ま
で
）

平
成
一
四
年
四
月　
　

日
本
海
法
学
会
理
事
（
現
在
に
至
る
）

平
成
一
五
年
四
月　
　

弁
護
士
登
録
（
現
在
に
至
る
）

平
成
一
五
年
四
月　
　

文
部
科
学
省
大
学
設
置
審
議
会
専
門
委
員
（
平
成
一
九
年
三
月
ま
で
）

平
成
一
五
年
一
二
月　
　

司
法
試
験
考
査
委
員
（
平
成
一
八
年
一
一
月
ま
で
）

平
成
一
六
年
四
月　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
（
法
科
大
学
院
）
教
授
を
兼
任
（
平
成
二
二
年
三
月
ま
で
）

平
成
一
六
年
四
月　
　

損
害
保
険
料
率
算
出
機
構
理
事
（
平
成
二
四
年
三
月
ま
で
）

平
成
一
七
年
五
月　
　

慶
應
義
塾
体
育
会
理
事
（
平
成
二
七
年
九
月
ま
で
）

平
成
二
三
年
一
〇
月　
　

日
本
私
法
学
会
理
事
（
平
成
二
五
年
九
月
ま
で
）

平
成
二
五
年
一
〇
月　
　

鉄
道
・
運
輸
機
構
資
産
処
分
審
議
会
会
長
（
現
在
に
至
る
）

　

そ
の
他
、
明
治
学
院
大
学
法
学
部
、
横
浜
国
立
大
学
経
営
学
部
、
税
務
大
学
校
、
東
横
学
園
女
子
短
期
大
学
、
聖
心
女
子
大
学
歴
史
社

会
学
科
、
自
治
大
学
校
、
早
稲
田
大
学
法
学
部
の
非
常
勤
講
師
、
明
治
安
田
生
命
保
険
相
互
会
社
評
議
員
、
ヒ
ュ
ー
リ
ッ
ク
株
式
会
社
社

外
取
締
役
、
大
日
本
印
刷
株
式
会
社
社
外
取
締
役
、
株
式
会
社
ミ
ク
ニ
社
外
監
査
役
、
三
井
住
友
海
上
火
災
保
険
株
式
会
社
社
外
取
締
役
、

全
国
銀
行
学
術
財
団
研
究
助
成
審
査
委
員
、
日
本
証
券
奨
学
財
団
奨
学
生
審
査
委
員
、
財
団
法
人
山
種
美
術
館
理
事
、
財
団
法
人
北
澤
育

英
会
評
議
員
、
日
本
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
（
Ｊ
Ｏ
Ｃ
）
評
議
員
選
定
委
員
会
委
員
を
歴
任
。
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宮
島
司
教
授
主
要
業
績

著
　
書

商
法
Ⅰ
（
総
則
・
商
行
為
法
）（
共
著
） 

法
学
書
院　

昭
和
五
六
年
六
月

企
業
結
合
法
の
論
理 

弘
文
堂　

平
成
元
年
七
月

争
点
ノ
ー
ト
商
法
Ⅰ
〔
総
則
・
会
社
法
〕（
共
著
） 

　
　
　
　

法
学
書
院　

平
成
元
年
七
月

争
点
ノ
ー
ト
商
法
Ⅱ
〔
商
行
為
法
・
手
形
法
・
小
切
手
法
〕（
共
著
） 

法
学
書
院　

平
成
元
年
一
一
月

現
代
企
業
社
会
と
法 

勁
草
書
房　

平
成
二
年
六
月

口
語
商
法
（
全
訂
版
）（
共
著
） 

自
由
国
民
社　

平
成
三
年
九
月

争
点
ノ
ー
ト
商
法
Ⅰ
〔
総
則
・
会
社
法
〕（
改
訂
版
）（
共
著
） 

法
学
書
院　

平
成
三
年
一
一
月

商
法
の
判
例
と
論
理
―
昭
和
四
〇
年
代
の
最
高
裁
判
例
を
め
ぐ
っ
て
（
倉
澤
康
一
郎
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
）（
共
編
著
）

 

日
本
評
論
社　

平
成
六
年
四
月

争
点
ノ
ー
ト
商
法
Ⅰ
〔
総
則
・
会
社
法
〕（
改
訂
第
二
版
）（
共
著
） 

法
学
書
院　

平
成
六
年
四
月

口
語
商
法
（
改
訂
版
）（
共
著
） 

自
由
国
民
社　

平
成
六
年
六
月

口
語
商
法
（
改
訂
増
補
版
）（
共
著
） 

自
由
国
民
社　

平
成
八
年
三
月

新
判
例
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
［
商
法
総
則
・
会
社
法
］（
共
著
） 

日
本
評
論
社　

平
成
八
年
七
月
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株
式
会
社
の
知
識 

日
本
経
済
新
聞
社　

平
成
八
年
七
月

会
社
法
概
説 

弘
文
堂　

平
成
八
年
一
〇
月

新
判
例
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
［
商
行
為
法
・
手
形
法
］（
共
著
） 

日
本
評
論
社　

平
成
九
年
五
月

口
語
商
法
（
増
補
新
版
）（
共
著
） 

自
由
国
民
社　

平
成
九
年
七
月

争
点
ノ
ー
ト
商
法
Ⅰ
〔
総
則
・
会
社
法
〕（
改
訂
第
三
版
）（
共
著
） 

法
学
書
院　

平
成
一
〇
年
一
月

や
さ
し
い
手
形
法
・
小
切
手
法 

法
学
書
院　

平
成
一
〇
年
六
月

口
語
商
法
（
改
訂
新
版
）（
共
著
） 

自
由
国
民
社　

平
成
一
〇
年
七
月

株
式
会
社
の
知
識
（
新
版
） 

日
本
経
済
新
聞
社　

平
成
一
〇
年
一
一
月

基
本
判
例
会
社
法
（
共
編
著
） 

 

法
学
書
院　

平
成
一
〇
年
一
二
月

基
本
判
例
手
形
法
・
小
切
手
法
（
共
編
著
） 

法
学
書
院　

平
成
一
〇
年
一
二
月

口
語
商
法
（
改
訂
増
補
版
）（
共
著
） 

自
由
国
民
社　

平
成
一
一
年
三
月

新
判
例
マ
ニ
ュ
ア
ル
商
法
Ⅱ
［
会
社
法
］（
共
著
） 

三
省
堂　

平
成
一
一
年
五
月

人
間
ド
ラ
マ
か
ら
手
形
法
入
門
（
共
著
） 

日
本
評
論
社　

平
成
一
一
年
五
月

商
法
改
正
の
論
理
（
共
著
） 

税
務
経
理
協
会　

平
成
一
二
年
四
月

現
代
企
業
社
会
と
法
（
第
二
版
） 

勁
草
書
房　

平
成
一
二
年
四
月

口
語
商
法
（
改
訂
版
）（
共
著
） 

自
由
国
民
社　

平
成
一
二
年
五
月

会
社
法
概
説
（
第
二
版
） 

弘
文
堂　

平
成
一
二
年
一
〇
月

口
語
商
法
（
改
訂
新
版
）（
共
著
） 

自
由
国
民
社　

平
成
一
三
年
五
月

口
語
商
法
（
全
訂
版
）（
共
著
） 

自
由
国
民
社　

平
成
一
四
年
八
月

会
社
法
概
説
（
第
三
版
） 

弘
文
堂　

平
成
一
四
年
一
〇
月

株
式
会
社
の
知
識 （
第
三
版
） 

日
本
経
済
新
聞
社　

平
成
一
五
年
一
月
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や
さ
し
い
手
形
法
・
小
切
手
法
（
第
二
版
） 

法
学
書
院　

平
成
一
五
年
四
月

会
社
法
概
説
（
第
三
版
補
正
版
） 

弘
文
堂　

平
成
一
五
年
一
〇
月

口
語
商
法
（
補
訂
版
）（
共
著
） 

自
由
国
民
社　

平
成
一
六
年
四
月

会
社
法
概
説
（
第
三
版
補
正
二
版
） 

弘
文
堂　

平
成
一
六
年
一
〇
月

口
語
商
法
（
補
訂
二
版
）（
共
著
） 

自
由
国
民
社　

平
成
一
七
年
八
月

新
会
社
法
エ
ッ
セ
ン
ス 

弘
文
堂　

平
成
一
七
年
九
月

新
会
社
法
エ
ッ
セ
ン
ス
（
第
二
版
） 

弘
文
堂　

平
成
一
八
年
四
月

判
例
講
義
会
社
法
（
共
著
） 

悠
々
社　

平
成
一
九
年
四
月

会
社
関
係
手
続
実
務
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク （
共
著
） 

財
経
詳
報
社　

平
成
一
九
年
九
月

口
語
商
法
・
会
社
法
（
補
訂
三
版
）（
共
著
） 

自
由
国
民
社　

平
成
一
九
年
一
二
月

現
代
会
社
法
用
語
辞
典
（
編
著
） 

税
務
経
理
協
会　

平
成
二
〇
年
八
月

新
会
社
法
エ
ッ
セ
ン
ス
（
第
三
版
） 

弘
文
堂　

平
成
二
〇
年
九
月

会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
17
（
共
著
） 

商
事
法
務　

平
成
二
二
年
六
月

新
会
社
法
エ
ッ
セ
ン
ス
（
第
三
版
補
正
版
） 

弘
文
堂　

平
成
二
二
年
七
月

新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
会
社
法
１
（
共
著
） 

日
本
評
論
社　

平
成
二
二
年
一
〇
月

会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
18
（
共
著
） 

商
事
法
務　

平
成
二
二
年
一
二
月

判
例
講
義
会
社
法
（
第
二
版
）（
共
著
） 

悠
々
社　

平
成
二
五
年
三
月

新
会
社
法
エ
ッ
セ
ン
ス
（
第
四
版
） 

弘
文
堂　

平
成
二
六
年
九
月

新
会
社
法
エ
ッ
セ
ン
ス
（
第
四
版
補
正
版
） 

弘
文
堂　

平
成
二
七
年
八
月



法学研究 89 巻 1 号（2016：1）

396

論
　
文

会
社
の
分
割 

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
論
文
集
一
一
号　

昭
和
五
二
年
三
月

企
業
結
合
と
新
株
の
有
利
発
行 

法
学
研
究
五
一
巻
一
一
号　

昭
和
五
三
年
一
一
月

 

（『
企
業
結
合
法
の
論
理
』
所
収
）

営
業
報
告
書
の
あ
り
方
と
商
法
規
定
・
報
告 

企
業
会
計
三
一
巻
一
二
号　

昭
和
五
四
年
一
二
月

商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
お
け
る
「
営
業
譲
渡
」
の
意
義
―
企
業
結
合
的
見
地
か
ら
の
考
察
の
必
要
性

 

法
学
研
究
五
三
巻
一
二
号　

昭
和
五
五
年
一
二
月

 
 （『

企
業
結
合
法
の
論
理
』
所
収
）

判
例
回
顧
と
展
望
・
商
法
（
共
著
） 

法
律
時
報
五
三
巻
一
号　

昭
和
五
六
年
一
月

株
式
の
相
互
保
有
規
制
の
解
釈 

高
鳥
正
夫
編
『
改
正
会
社
法
の
基
本
問
題
』（
慶
應
通
信
）　

昭
和
五
七
年
七
月

 

（『
企
業
結
合
法
の
論
理
』
所
収
）

相
互
保
有
規
制
の
基
本
的
立
場
と
問
題
点 

法
学
研
究
五
五
巻
七
号　

昭
和
五
七
年
七
月

 

（『
企
業
結
合
法
の
論
理
』
所
収
）

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
“GRO
U
PES D

E SO
CIÉT

ÉS
”法
案
の
形
成

 

『
慶
應
義
塾
創
立
一
二
五
年
記
念
論
文
集
―
法
学
部
法
律
学
関
係
』　

昭
和
五
八
年
一
〇
月

 

（『
企
業
結
合
法
の
論
理
』
所
収
）

株
式
の
相
互
保
有
の
規
制
方
法 
商
法
の
争
点
（
第
二
版
）（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
）　

昭
和
五
八
年
一
〇
月

 

（『
企
業
結
合
法
の
論
理
』
所
収
）

企
業
結
合
法
に
お
け
る
外
部
株
主
の
保
護 

法
学
研
究
五
七
巻
四
号　

昭
和
五
九
年
四
月

 

（『
企
業
結
合
法
の
論
理
』
所
収
）
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企
業
結
合
に
お
け
る
外
部
株
主
保
護
の
法
理 

法
学
研
究
五
八
巻
五
号　

昭
和
六
〇
年
五
月

 

（『
企
業
結
合
法
の
論
理
』
所
収
）

企
業
結
合
に
お
け
る
外
部
株
主
保
護
の
法
理 

私
法
四
七
号　

昭
和
六
〇
年
七
月

結
合
企
業
立
法
の
論
理
と
課
題 

商
事
法
務
一
〇
四
九
号　

昭
和
六
〇
年
七
月

 

（『
企
業
結
合
法
の
論
理
』
所
収
）

法
律
学
者
の
立
場
か
ら
み
た
「
中
間
報
告
」
の
作
成
過
程
と
内
容 

企
業
会
計
三
九
巻
一
号　

昭
和
六
二
年
一
月

企
業
結
合
に
お
け
る
会
社
債
権
者
保
護
の
法
理 

法
学
研
究
六
〇
巻
一
二
号　

昭
和
六
二
年
一
二
月

 

（『
企
業
結
合
法
の
論
理
』
所
収
）

企
業
結
合
法
―
一
定
の
商
事
会
社
及
び
公
企
業
の
連
結
計
算
書
類
に
関
す
る
一
九
八
五
年
一
月
三
日
の
法
律
第
八
五
―
一
一
号
、
株
式

　

会
社
ま
た
は
株
式
合
資
会
社
に
お
け
る
資
本
参
加
に
関
す
る
一
九
八
五
年
七
月
一
二
日
の
法
律
第
八
五
―
七
〇
五
号
、
並
び
に
貯
蓄

　

に
関
す
る
一
九
八
七
年
六
月
一
七
日
の
法
律
第
八
七
―
四
一
六
号 

日
仏
法
学
一
五
号　

昭
和
六
三
年
三
月

 

（『
企
業
結
合
法
の
論
理
』
所
収
）

「
企
業
結
合
」
概
念
の
相
対
性 

法
学
研
究
六
一
巻
九
号　

昭
和
六
三
年
九
月

 

（『
企
業
結
合
法
の
論
理
』
所
収
）

わ
が
国
に
お
け
る
税
効
果
会
計
へ
の
対
応
―
商
法
学
者
の
立
場
か
ら 

会
計
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
〇
巻
一
三
号　

昭
和
六
三
年
一
一
月

株
式
会
社
の
設
立
手
続
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か 

法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
四
巻
一
号　

平
成
元
年
一
月

資
本
と
株
式
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か 

法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
四
巻
一
号　

平
成
元
年
一
月

株
式
相
互
保
有
の
現
状
と
そ
の
展
望
―
商
法
上
の
観
点
か
ら 

商
事
法
務
一
一
九
五
号　

平
成
元
年
一
〇
月

企
業
譲
渡
―
企
業
の
拡
張
と
譲
渡
に
関
す
る
一
九
八
八
年
一
月
五
日
法
律
第
八
八
―
一
五
号 　

日
仏
法
学
一
六
号　

平
成
元
年
一
二
月

商
法
改
正
法
案
の
意
義
と
問
題
点 
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
五
巻
七
号　

平
成
二
年
七
月
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取
締
役
の
地
位
と
そ
の
報
酬

 

『
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
開
設
百
年
記
念
論
文
集
法
律
学
科
篇
』　

平
成
二
年
九
月

株
主
・
債
権
者
を
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
保
護
す
る
か
―
私
法
上
の
制
度
を
理
論
的
基
盤
と
し
て

 

法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
五
巻
一
二
号　

平
成
二
年
一
二
月

A
 Situacao A

tual das Em
presas Japonesus e o D

ireito  Societario
 

サ
ン
パ
ウ
ロ
大
学
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
レ
ビ
ュ
ー
「
日
本
研
究
」
一
一
号　

平
成
三
年　
　
　

株
式
相
互
持
合
の
特
質
と
問
題
点 

公
正
取
引
四
九
六
号　

平
成
四
年
二
月

判
例
回
顧
と
展
望
・
商
法 

法
律
時
報
六
四
巻
四
号　

平
成
四
年
三
月

企
業
結
合
と
連
結
計
算
書
類
制
度 

法
学
研
究
六
五
巻
六
号　

平
成
四
年
五
月

企
業
防
衛
の
た
め
の
子
会
社
に
よ
る
親
会
社
株
式
の
取
得 

判
例
タ
イ
ム
ズ
七
八
一
号　

平
成
四
年
六
月

一
人
会
社
と
社
団
性 

法
学
研
究
六
六
巻
一
号　

平
成
五
年
一
月

判
例
回
顧
と
展
望
・
商
法 

法
律
時
報
六
五
巻
四
号　

平
成
五
年
三
月

株
式
の
相
互
保
有
の
規
制
方
法 

商
法
の
争
点
Ⅰ
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
）　

平
成
五
年
五
月

自
己
株
式
取
得
規
制
緩
和
論
と
会
社
立
法 

法
律
時
報
六
五
巻
七
号　

平
成
五
年
六
月

職
務
執
行
停
止
中
の
代
表
取
締
役
の
辞
任
に
よ
る
変
更
登
記
の
申
請
人

 
商
業
登
記
先
例
判
例
百
選
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
四
）　

平
成
五
年
一
〇
月

他
人
の
た
め
に
す
る
生
命
保
険
契
約 

法
学
研
究
六
六
巻
一
二
号　

平
成
五
年
一
二
月

地
震
保
険 

損
害
保
険
の
法
律
問
題
（
金
融
・
商
事
判
例
増
刊
号
九
三
三
）　

平
成
六
年
一
月

倉
澤
商
法
学
の
正
体 

倉
澤
康
一
郎
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
『
商
法
の
判
例
と
論
理
』（
日
本
評
論
社
）　

平
成
六
年
四
月

判
例
回
顧
と
展
望
・
商
法 

法
律
時
報
六
六
巻
五
号　

平
成
六
年
四
月

企
業
結
合
法
の
創
設
へ
向
け
て 

判
例
タ
イ
ム
ズ
八
三
九
号　

平
成
六
年
五
月
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社
債
権
者
の
保
護 

法
学
教
室
一
七
二
号　

平
成
七
年
一
月

告
知
義
務
違
反
に
基
づ
く
契
約
解
除
の
意
義 

法
学
研
究
六
八
巻
八
号　

平
成
七
年
八
月

生
命
保
険
契
約
の
成
立 

生
命
保
険
の
法
律
問
題
（
金
融
・
商
事
判
例
増
刊
号
九
八
六
）　

平
成
八
年
三
月

子
会
社
に
よ
る
生
損
保
相
互
参
入
と
そ
の
法
的
問
題
点 

イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
（
損
保
版
）
三
七
二
六
号　

平
成
八
年
一
一
月

子
会
社
に
よ
る
生
損
保
相
互
参
入
と
そ
の
法
的
問
題
点 

イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
（
損
保
版
）
三
七
二
八
号　

平
成
八
年
一
一
月

子
会
社
に
よ
る
生
損
保
相
互
参
入
と
そ
の
法
的
問
題
点 

損
保
企
画
六
三
一
号　

平
成
八
年
一
二
月

な
ん
で
盗
ま
れ
た
の
に
払
わ
に
ゃ
な
ら
ん
の
や
―
交
付
の
欠
缺
・
善
意
取
得
・
公
示
催
告
・
除
権
判
決

 

法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
一
巻
一
二
号　

平
成
八
年
一
二
月

 

（『
人
間
ド
ラ
マ
か
ら
手
形
法
入
門
』
所
収
）

監
査
機
構 

岩
崎
稜
先
生
追
悼
論
文
集
『
昭
和
商
法
学
史
』（
日
本
評
論
社
）　

平
成
八
年
一
二
月

子
会
社
に
よ
る
生
損
保
相
互
参
入
と
そ
の
法
的
問
題
点 

法
学
研
究
七
〇
巻
一
号　

平
成
九
年
一
月

会
社
分
割
法
制
の
法
的
視
点 

代
行
リ
ポ
ー
ト
一
一
七
号　

平
成
九
年
三
月

子
会
社
に
よ
る
生
損
保
相
互
参
入
と
そ
の
法
的
問
題
点 

保
険
学
雑
誌
五
五
六
号　

平
成
九
年
三
月

合
併
法
制
改
正
へ
の
視
点 

経
理
情
報
八
一
五
号　

平
成
九
年
四
月

商
法
連
結
決
算
と
連
結
納
税
制
度 

経
理
情
報
八
一
九
号　

平
成
九
年
五
月

企
業
の
国
際
化
と
会
社
法
制 

税
経
通
信
五
二
巻
一
二
号　

平
成
九
年
九
月

役
員
が
勝
手
に
手
形
を
振
り
出
し
た
！
―
取
締
役
・
会
社
間
の
手
形
行
為 

法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
三
巻
三
号　

平
成
一
〇
年
三
月

 

（『
人
間
ド
ラ
マ
か
ら
手
形
法
入
門
』
所
収
）

持
株
会
社
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス 

企
業
会
計
五
〇
巻
四
号　

平
成
一
〇
年
四
月

「
減
損
会
計
」
と
商
法
（
共
著
） 

法
学
研
究
七
一
巻
四
号　

平
成
一
〇
年
四
月

 

（『
商
法
改
正
の
論
理
』
所
収
）
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平
成
九
・
一
〇
年
商
法
改
正
の
重
要
ポ
イ
ン
ト 

税
経
通
信
五
三
巻
七
号　

平
成
一
〇
年
六
月

持
株
会
社
の
導
入
と
会
社
法
上
の
問
題
点 

一
橋
フ
ォ
ー
ラ
ム
21
七
号　

平
成
一
〇
年
七
月

商
法
等
改
正
の
論
理
―
過
去
、
現
在
、
そ
し
て
未
来
の
商
法
―
第
一
回 

税
経
通
信
五
四
巻
一
号　

平
成
一
一
年
一
月

 

（『
商
法
改
正
の
論
理
』
所
収
）

商
法
等
改
正
の
論
理
―
過
去
、
現
在
、
そ
し
て
未
来
の
商
法
―
第
二
回
（
共
著
） 

税
経
通
信
五
四
巻
三
号　

平
成
一
一
年
二
月

 

（『
商
法
改
正
の
論
理
』
所
収
）

商
法
等
改
正
の
論
理
―
過
去
、
現
在
、
そ
し
て
未
来
の
商
法
―
第
三
回
（
共
著
） 

税
経
通
信
五
四
巻
四
号　

平
成
一
一
年
三
月

 

（『
商
法
改
正
の
論
理
』
所
収
）

商
法
等
改
正
の
論
理
―
過
去
、
現
在
、
そ
し
て
未
来
の
商
法
―
第
四
回
（
共
著
） 

税
経
通
信
五
四
巻
五
号　

平
成
一
一
年
四
月

 

（『
商
法
改
正
の
論
理
』
所
収
）

商
法
等
改
正
の
論
理
―
過
去
、
現
在
、
そ
し
て
未
来
の
商
法
―
第
五
回
（
共
著
） 

税
経
通
信
五
四
巻
七
号　

平
成
一
一
年
五
月

 

（『
商
法
改
正
の
論
理
』
所
収
）

「
後
者
の
抗
弁
」
論
争 

法
律
時
報
七
一
巻
七
号　

平
成
一
一
年
六
月

商
法
等
改
正
の
論
理
―
過
去
、
現
在
、
そ
し
て
未
来
の
商
法
―
第
六
回
（
共
著
） 

税
経
通
信
五
四
巻
八
号　

平
成
一
一
年
六
月

 

（『
商
法
改
正
の
論
理
』
所
収
）

商
法
等
改
正
の
論
理
―
過
去
、
現
在
、
そ
し
て
未
来
の
商
法
―
第
七
回
（
共
著
） 

税
経
通
信
五
四
巻
一
〇
号　

平
成
一
一
年
七
月

 

（『
商
法
改
正
の
論
理
』
所
収
）

商
法
等
改
正
の
論
理
―
過
去
、
現
在
、
そ
し
て
未
来
の
商
法
―
第
八
回 

税
経
通
信
五
四
巻
一
一
号　

平
成
一
一
年
八
月

 

（『
商
法
改
正
の
論
理
』
所
収
）

商
法
等
改
正
の
論
理
―
過
去
、
現
在
、
そ
し
て
未
来
の
商
法
―
第
九
回 

税
経
通
信
五
四
巻
一
二
号　

平
成
一
一
年
九
月

 

（『
商
法
改
正
の
論
理
』
所
収
）



宮島司教授略歴・主要業績

401

商
法
等
改
正
の
論
理
―
過
去
、
現
在
、
そ
し
て
未
来
の
商
法
―
第
一
〇
回 

税
経
通
信
五
四
巻
一
三
号　

平
成
一
一
年
一
〇
月

 

（『
商
法
改
正
の
論
理
』
所
収
）

商
法
等
改
正
の
論
理
―
過
去
、
現
在
、
そ
し
て
未
来
の
商
法
―
第
一
一
回 

税
経
通
信
五
四
巻
一
五
号　

平
成
一
一
年
一
一
月

 

（『
商
法
改
正
の
論
理
』
所
収
）

会
社
分
割
に
関
す
る
「
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱
中
間
試
案
」
の
概
要
と
問
題
点

 

代
行
リ
ポ
ー
ト
一
二
四
号　

平
成
一
一
年
一
一
月

 

（『
商
法
改
正
の
論
理
』
所
収
）

自
由
民
主
党
「
企
業
統
治
に
関
す
る
商
法
等
の
改
正
案
要
綱
」
の
検
討
（
共
著
） 

法
学
研
究
七
二
巻
一
一
号　

平
成
一
一
年
一
一
月

商
法
等
改
正
の
論
理
―
過
去
、
現
在
、
そ
し
て
未
来
の
商
法
―
最
終
回 

税
経
通
信
五
四
巻
一
六
号　

平
成
一
一
年
一
二
月

 

（『
商
法
改
正
の
論
理
』
所
収
）

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
企
業
結
合
法
の
そ
の
後

 
奥
島
孝
康
教
授
還
暦
記
念
第
一
巻
『
比
較
会
社
法
研
究
』（
成
文
堂
）　

平
成
一
一
年
一
二
月

株
主
そ
し
て
株
主
総
会
の
復
権
―
一
九
九
九
年
版
株
主
総
会
白
書
を
読
ん
で 

商
事
法
務
一
五
四
七
号　

平
成
一
一
年
一
二
月

執
行
役
員
の
地
位
と
監
視
・
監
督 

月
刊
監
査
役
四
二
三
号　

平
成
一
二
年
一
月

近
時
に
お
け
る
企
業
会
計
法
の
展
開 

法
学
研
究
七
三
巻
二
号　

平
成
一
二
年
二
月

度
重
な
る
商
法
改
正
と
の
苦
闘 

受
験
新
報
五
〇
巻
四
号　

平
成
一
二
年
四
月

平
成
一
一
年
商
法
改
正
の
概
要
と
問
題
点 

受
験
新
報
五
〇
巻
六
号　

平
成
一
二
年
六
月

会
社
法
改
正
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
日
本
私
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
会
社
法
改
正
」
資
料
）

 

商
事
法
務
一
五
六
九
号　

平
成
一
二
年
八
月

会
社
分
割
法
制
の
概
要
と
問
題
点 

月
刊
監
査
役
四
三
三
号　

平
成
一
二
年
九
月

時
価
会
計
の
導
入
と
リ
ス
ク
管
理 

あ
た
ら
し
い
金
融
シ
ス
テ
ム
と
法
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
）　

平
成
一
二
年
一
一
月
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取
締
役
の
責
任
を
巡
る
若
干
の
考
察 

税
経
セ
ミ
ナ
ー
四
五
巻
一
八
号　

平
成
一
二
年
一
二
月

企
業
再
編
に
お
け
る
債
権
者
保
護 

法
学
教
室
二
四
三
号　

平
成
一
二
年
一
二
月

企
業
再
編
法
制
に
お
け
る
債
権
者
保
護
の
法
理 

法
学
研
究
七
三
巻
一
二
号　

平
成
一
二
年
一
二
月

商
法
改
正
中
間
試
案
の
論
評
・
総
評 

税
経
通
信
五
六
巻
一
一
号　

平
成
一
三
年
八
月

株
主
総
会
・
取
締
役
会
・
経
営
委
員
会
の
権
限
・
決
議
・
手
続
等 

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
〇
六
号　

平
成
一
三
年
八
月

法
務
ス
タ
ッ
フ
充
実
の
た
め
に 

 

イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
五
三
号　

平
成
一
三
年
八
月

い
わ
ゆ
る
「
金
庫
株
」
解
禁
に
関
す
る
商
法
改
正
の
概
要
と
問
題
点 

税
経
セ
ミ
ナ
ー
四
六
巻
一
四
号　

平
成
一
三
年
一
〇
月

商
法
は
何
処
に 

  

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
三
巻
一
〇
号　

平
成
一
三
年
一
〇
月

会
計
監
査
人
に
よ
る
「
継
続
企
業
の
前
提
」
に
関
す
る
監
査 

税
経
通
信
五
七
巻
三
号　

平
成
一
四
年
二
月

株
主
代
表
訴
訟 

法
学
教
室
二
六
四
号　

平
成
一
四
年
九
月

企
業
監
査
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
―
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
を
中
心
と
し
て 

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
三
五
号　

平
成
一
四
年
一
二
月

商
法
判
例
の
動
き 

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
四
六
号
（
平
成
一
四
年
度
重
要
判
例
解
説
）　

平
成
一
五
年
六
月

合
併
法
制
そ
の
手
続
的
・
理
論
的
課
題

 

企
業
再
編
と
グ
ル
ー
プ
経
営
を
め
ぐ
る
法
的
諸
問
題
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
臨
時
増
刊
一
一
二
二
号
）　

平
成
一
五
年
八
月

「
会
社
法
制
の
現
代
化
に
関
す
る
要
綱
試
案
」
の
概
要
と
問
題
点 

税
経
セ
ミ
ナ
ー
四
九
巻
三
号　

平
成
一
六
年
二
月

連
結
計
算
書
類
に
関
す
る
監
査
役
監
査 

月
刊
監
査
役
四
八
三
号　

平
成
一
六
年
二
月

商
法
判
例
の
動
き 

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
六
九
号
（
平
成
一
五
年
度
重
要
判
例
解
説
）　

平
成
一
六
年
六
月

商
法
判
例
の
動
き 

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
九
一
号
（
平
成
一
六
年
度
重
要
判
例
解
説
）　

平
成
一
七
年
六
月

株
式
会
社
に
お
け
る
「
機
関
権
限
分
配
法
理
」
―
株
主
総
会
に
お
け
る
決
議
事
項
・
決
議
要
件
を
中
心
と
し
て

 

倉
澤
康
一
郎
先
生
古
稀
記
念
『
商
法
の
歴
史
と
論
理
』（
新
青
出
版
）　

平
成
一
七
年
七
月

企
業
組
織
再
編 
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
一
巻
一
号　

平
成
一
八
年
一
月
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商
法
判
例
の
動
き 

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
一
三
号
（
平
成
一
七
年
度
重
要
判
例
解
説
）　

平
成
一
八
年
六
月

監
査
役
設
置
会
社
・
特
別
取
締
役 

新
し
い
会
社
法
制
の
理
論
と
実
務
（
別
冊
金
融
・
商
事
判
例
）　

平
成
一
八
年
八
月

商
法
判
例
の
動
き 

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
三
二
号
（
平
成
一
八
年
度
重
要
判
例
解
説
）　

平
成
一
九
年
四
月

二
〇
〇
五
年
新
会
社
法
制
定
の
背
景
と
問
題
点 

法
学
研
究
八
一
巻
一
一
号　

平
成
二
〇
年
一
一
月

二
〇
〇
八
年
学
界
回
顧
・
商
法
（
共
著
） 

法
律
時
報
八
〇
巻
一
三
号　

平
成
二
〇
年
一
二
月

株
式
会
社
の
代
表
と
代
表
者
の
権
限
濫
用
行
為
の
効
力 

会
社
法
の
争
点
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
）　

平
成
二
一
年
一
一
月

新
設
型
組
織
再
編
に
お
け
る
承
認
手
続 

法
学
研
究
八
二
巻
一
二
号　

平
成
二
一
年
一
二
月

二
〇
〇
九
年
学
界
回
顧
・
商
法
（
共
著
） 

法
律
時
報
八
一
巻
一
三
号　

平
成
二
一
年
一
二
月

二
〇
一
〇
年
学
界
回
顧
・
商
法
（
共
著
） 

法
律
時
報
八
二
巻
一
三
号　

平
成
二
二
年
一
二
月

会
社
法
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
要
点 

法
学
研
究
八
四
巻
一
一
号　

平
成
二
三
年
一
一
月

組
織
法
上
の
行
為
と
し
て
の
会
社
分
割
と
詐
害
行
為
取
消 

 
山
本
爲
三
郎
編
『
企
業
法
の
法
理
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
）　

平
成
二
四
年
三
月

近
時
に
お
け
る
会
社
法
改
正
の
動
向
―
企
業
統
治
に
関
す
る
要
綱
を
中
心
と
し
て 

税
経
通
信
六
八
巻
九
号　

平
成
二
五
年
八
月

濫
用
的
会
社
分
割
と
詐
害
行
為
取
消 

法
学
研
究
八
七
巻
九
号　

平
成
二
六
年
九
月

判
例
研
究

取
締
役
に
対
す
る
金
員
貸
付
に
つ
き
招
集
手
続
に
瑕
疵
あ
る
取
締
役
会
の
し
た
承
認
決
議
が
有
効
と
さ
れ
た
事
例
（
東
京
高
判
昭
和
四

　

八
年
七
月
六
日
） 

法
学
研
究
四
七
巻
八
号　

昭
和
四
九
年
八
月

取
締
役
が
辞
任
し
た
場
合
と
会
社
の
退
任
登
記
を
な
す
べ
き
義
務
（
岡
山
地
判
昭
和
四
五
年
二
月
二
七
日
）

 
法
学
研
究
四
八
巻
七
号　

昭
和
五
〇
年
七
月
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株
式
会
社
で
あ
り
な
が
ら
そ
の
実
質
は
二
名
の
取
締
役
の
共
同
事
業
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
商
法
二
六
五
条
、
二
六
九
条
（
大
阪
地
判
昭

　

和
四
六
年
三
月
二
九
日
） 

法
学
研
究
四
九
巻
二
号　

昭
和
五
一
年
二
月

小
規
模
、
閉
鎖
的
会
社
の
代
表
取
締
役
が
有
効
な
取
締
役
会
決
議
に
基
づ
か
な
い
で
な
し
た
新
株
発
行
の
効
力
等
（
大
分
地
判
昭
和
四

　

七
年
三
月
三
〇
日
） 

法
学
研
究
四
九
巻
一
二
号　

昭
和
五
一
年
一
二
月

企
業
提
携
の
た
め
の
第
三
者
割
当
と
新
株
発
行
価
額
（
東
京
地
判
昭
和
四
七
年
四
月
二
七
日
）

 

法
学
研
究
五
〇
巻
一
一
号　

昭
和
五
二
年
一
一
月

 

（『
企
業
結
合
法
の
論
理
』
所
収
）

従
業
員
持
株
制
度
加
入
株
式
に
つ
い
て
の
譲
渡
制
限
契
約
の
効
力
そ
の
他
（
東
京
地
判
昭
和
四
八
年
二
月
二
三
日
）

 

法
学
研
究
五
一
巻
三
号　

昭
和
五
三
年
三
月

辞
表
提
出
後
の
取
締
役
へ
の
取
締
役
会
招
集
通
知
も
れ
と
決
議
の
効
力
（
東
京
高
判
昭
和
四
九
年
九
月
三
〇
日
）

 

法
学
研
究
五
三
巻
四
号　

昭
和
五
五
年
四
号

商
法
二
六
五
条
に
お
け
る
取
締
役
会
承
認
の
意
味
（
東
京
地
判
昭
和
五
〇
年
三
月
二
〇
日
）

 

法
学
研
究
五
三
巻
八
号　

昭
和
五
五
年
八
月

名
目
的
代
表
取
締
役
の
商
法
二
六
六
条
の
三
に
よ
る
責
任
と
過
失
相
殺
（
東
京
高
判
昭
和
五
〇
年
一
二
月
二
五
日
）

 

法
学
研
究
五
四
巻
二
号　

昭
和
五
六
年
二
月

従
業
員
兼
任
取
締
役
に
対
す
る
退
職
慰
労
金
と
商
法
二
六
九
条
の
適
用
の
有
無
（
大
阪
高
判
昭
和
五
三
年
八
月
三
一
日
）

 

法
学
研
究
五
六
巻
一
一
号　

昭
和
五
八
年
一
一
月

辞
任
後
退
任
登
記
未
了
の
取
締
役
・
監
査
役
と
商
法
二
六
六
条
ノ
三
・
二
八
〇
条
の
責
任
（
東
京
高
判
昭
和
五
八
年
三
月
三
〇
日
）

 

金
融
・
商
事
判
例
六
九
三
号　

昭
和
五
九
年
六
月

株
式
会
社
設
立
無
効
の
訴
と
権
利
濫
用
に
よ
る
請
求
の
棄
却
（
名
古
屋
地
判
昭
和
五
三
年
一
二
月
一
九
日
）

 

法
学
研
究
五
七
巻
七
号　

昭
和
五
九
年
七
月



宮島司教授略歴・主要業績

405

所
有
権
留
保
附
割
賦
販
売
契
約
に
基
づ
き
車
両
を
購
入
し
た
買
主
が
保
険
会
社
と
締
結
し
た
損
害
保
険
契
約
の
効
力
（
大
阪
地
判
昭
和

　

五
五
年
五
月
二
八
日
） 

法
学
研
究
五
八
巻
一
〇
号　

昭
和
六
〇
年
一
〇
月

会
社
の
商
号
使
用
を
許
諾
し
た
取
締
役
と
商
法
二
六
六
条
の
三
の
責
任
（
東
京
地
判
昭
和
五
五
年
九
月
二
九
日
）

 

法
学
研
究
五
九
巻
一
〇
号　

昭
和
六
一
年
一
〇
月

完
全
子
会
社
に
よ
る
親
会
社
株
式
取
得
と
親
会
社
取
締
役
の
責
任
―
三
井
鉱
山
事
件
（
東
京
地
判
昭
和
六
一
年
五
月
二
九
日
）

 

ジ
ュ
リ
ス
ト
八
八
七
号
（
昭
和
六
一
年
度
重
要
判
例
解
説
）　

昭
和
六
二
年
六
月

 

（『
企
業
結
合
法
の
論
理
』
所
収
）

民
法
上
の
組
合
の
債
権
債
務
が
そ
の
後
組
合
員
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
株
式
会
社
に
承
継
さ
れ
る
と
し
た
事
例
（
東
京
地
判
昭
和
五
六

　

年
七
月
一
六
日
） 

法
学
研
究
六
一
巻
六
号　

昭
和
六
三
年
六
月

取
締
役
在
任
中
の
職
務
内
容
の
変
更
と
会
社
に
よ
る
報
酬
の
一
方
的
減
額
（
大
阪
地
判
昭
和
五
八
年
一
一
月
二
九
日
）

 

法
学
研
究
六
二
巻
一
一
号　

平
成
元
年
一
一
月

有
限
会
社
の
取
締
役
は
監
視
義
務
違
反
に
基
づ
く
対
第
三
者
責
任
を
負
う
か
（
大
阪
地
判
昭
和
五
九
年
五
月
二
四
日
）

 

法
学
研
究
六
三
巻
一
〇
号　

平
成
二
年
一
〇
月

債
権
者
代
位
に
よ
る
傷
害
保
険
契
約
の
解
約
権
の
行
使
が
認
め
ら
れ
た
事
例
（
東
京
地
判
昭
和
五
九
年
九
月
一
七
日
）

 

法
学
研
究
六
四
巻
一
一
号　

平
成
三
年
一
一
月

第
三
者
に
対
す
る
新
株
の
有
利
発
行
と
株
主
総
会
決
議
の
欠
缺
（
最
判
昭
和
四
六
年
七
月
一
六
日
）

 

会
社
判
例
百
選
（
第
五
版
）（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
六
）　

平
成
四
年
三
月

保
険
代
理
店
と
の
通
謀
に
よ
り
被
保
険
自
動
車
の
用
途
を
偽
っ
て
な
さ
れ
た
保
険
契
約
と
、
そ
の
後
の
実
質
的
な
用
途
変
更
の
通
知
の

　

懈
怠
（
山
形
地
酒
田
支
判
昭
和
六
二
年
五
月
二
八
日
） 

法
学
研
究
六
六
巻
三
号　

平
成
五
年
三
月

故
意
免
責
条
項
と
未
必
の
故
意
（
最
判
平
成
四
年
一
二
月
一
八
日
） 

法
学
教
室
一
五
三
号　

平
成
五
年
六
月
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法
人
格
否
認
の
法
理
と
完
全
子
会
社
の
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
―
水
俣
病
東
京
訴
訟
第
一
審
判
決
（
東
京
地
判
平
成
四
年

　

二
月
七
日
） 

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
二
四
号
（
平
成
四
年
度
重
要
判
例
解
説
）　

平
成
五
年
六
月

生
命
保
険
契
約
に
お
け
る
保
険
金
受
取
人
の
変
更
行
為
と
有
限
会
社
法
上
の
利
益
相
反
取
引
（
東
京
地
判
昭
和
六
三
年
九
月
二
六
日
）

 

法
学
研
究
六
七
巻
二
号　

平
成
六
年
二
月

代
表
取
締
役
の
退
任
登
記
と
民
法
一
一
二
条
（
最
判
昭
和
四
九
年
三
月
二
二
日
）

 

倉
澤
康
一
郎
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
『
商
法
の
判
例
と
論
理
』（
日
本
評
論
社
）　

平
成
六
年
四
月

白
地
補
充
権
授
与
行
為
と
商
法
五
〇
一
条
四
号
（
最
判
昭
和
三
六
年
一
一
月
二
四
日
）

 

商
法
（
総
則
・
商
行
為
）
判
例
百
選
（
第
三
版
）（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
九
）　

平
成
六
年
七
月

傷
害
保
険
契
約
に
お
け
る
告
知
義
務
違
反
を
理
由
と
す
る
契
約
解
除
の
意
思
表
示
は
保
険
契
約
者
の
相
続
人
全
員
に
対
し
て
な
さ
れ
な

　

く
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
（
大
阪
地
判
昭
和
六
三
年
一
月
二
九
日
） 

法
学
研
究
六
八
巻
四
号　

平
成
七
年
四
月

搭
乗
者
傷
害
保
険
金
に
つ
い
て
損
害
賠
償
額
か
ら
の
控
除
を
否
定
し
た
事
例 

ほ
う
む
四
〇
号　

平
成
七
年
五
月

従
業
員
持
株
制
度
に
よ
り
額
面
額
で
取
得
し
た
株
式
を
退
職
時
に
額
面
額
で
譲
渡
す
る
合
意
の
効
力
（
最
判
平
成
七
年
四
月
二
五
日
）

 

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
九
一
号
（
平
成
七
年
度
重
要
判
例
解
説
）　

平
成
八
年
六
月

店
舗
総
合
保
険
約
款
に
お
け
る
「
騒
じ
ょ
う
類
似
の
集
団
行
動
」
の
意
義
（
福
岡
高
判
平
成
七
年
七
月
一
四
日
）

 

判
例
評
論
四
五
〇
号
（
判
例
時
報
一
五
六
七
号
）　

平
成
八
年
八
月

傷
害
保
険
契
約
に
お
け
る
他
保
険
契
約
の
告
知
義
務
・
通
知
義
務
違
反
と
契
約
解
除
（
東
京
地
判
平
成
三
年
七
月
二
五
日
）

 

法
学
研
究
七
〇
巻
七
号　

平
成
九
年
七
月

手
形
所
持
人
に
有
利
な
解
釈
（
最
判
昭
和
四
七
年
二
月
一
〇
日
）

 

手
形
小
切
手
判
例
百
選
（
第
五
版
）（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
四
）　

平
成
九
年
七
月

横
す
べ
り
監
査
役
の
監
査
（
最
判
昭
和
六
二
年
四
月
二
一
日
）

 

会
社
判
例
と
実
務
・
理
論
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
臨
時
増
刊
九
四
八
）　

平
成
九
年
一
〇
月
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第
三
者
に
対
す
る
新
株
の
有
利
発
行
と
株
主
総
会
決
議
の
欠
缺
（
最
判
昭
和
四
六
年
七
月
一
六
日
）

 

会
社
判
例
百
選
（
第
六
版
）（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
九
）　

平
成
一
〇
年
五
月

集
団
扱
生
命
保
険
契
約
に
お
け
る
告
知
義
務
違
反
に
基
づ
く
契
約
解
除
権
と
除
斥
期
間
の
起
算
点
（
福
岡
地
判
平
成
二
年
五
月
二
二
日
）

 

法
学
研
究
七
二
巻
三
号　

平
成
一
一
年
三
月

同
族
会
社
間
に
お
け
る
財
産
権
の
譲
渡
と
融
資
金
融
機
関
に
よ
る
債
権
回
収
（
京
都
地
判
平
成
一
一
年
四
月
一
五
日
）

 

銀
行
法
務
21
四
四
巻
二
号　

平
成
一
二
年
二
月

従
業
員
を
被
保
険
者
と
す
る
会
社
締
結
の
団
体
定
期
保
険
等
に
お
け
る
被
保
険
者
の
同
意
の
意
義
（
青
森
地
弘
前
支
判
平
成
八
年
四
月

　

二
六
日
） 

法
学
研
究
七
三
巻
一
〇
号　

平
成
一
二
年
一
〇
月

商
人
間
の
不
特
定
物
売
買
と
解
除
権
行
使
の
期
間
制
限
（
東
京
高
判
平
成
一
一
年
八
月
九
日
）

 

判
例
評
論
五
〇
一
号
（
判
例
時
報
一
七
二
一
号
）　

平
成
一
二
年
一
一
月

野
村
證
券
損
失
補
塡
株
主
代
表
訴
訟
事
件
（
最
判
平
成
一
二
年
七
月
七
日
）

 
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
〇
二
号
（
平
成
一
二
年
度
重
要
判
例
解
説
）　

平
成
一
三
年
六
月

白
地
補
充
権
授
与
行
為
と
商
法
五
〇
一
条
四
号
（
最
判
昭
和
三
六
年
一
一
月
二
四
日
）

 

商
法
（
総
則
・
商
行
為
）
判
例
百
選
（
第
四
版
）（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
六
四
）　

平
成
一
四
年
一
〇
月

満
期
の
変
造
（
最
判
昭
和
五
〇
年
八
月
二
九
日
）

 

手
形
小
切
手
判
例
百
選
（
第
六
版
）（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
七
三
）　

平
成
一
六
年
一
〇
月

政
治
献
金
と
相
互
会
社
の
権
利
能
力
・
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
（
大
阪
地
判
平
成
一
三
年
七
月
一
八
日
）

 

法
学
研
究
七
八
巻
一
一
号　

平
成
一
七
年
一
一
月

第
三
者
に
対
す
る
新
株
の
有
利
発
行
と
株
主
総
会
決
議
の
欠
缺
（
最
判
昭
和
四
六
年
七
月
一
六
日
）

 

会
社
法
判
例
百
選
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
八
〇
）　

平
成
一
八
年
四
月
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白
地
補
充
権
授
与
行
為
と
商
法
五
〇
一
条
四
号
（
最
判
昭
和
三
六
年
一
一
月
二
四
日
）

 

商
法
（
総
則
・
商
行
為
）
判
例
百
選
（
第
五
版
）（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
九
四
）　

平
成
二
〇
年
一
二
月

会
社
に
よ
る
内
閣
府
令
違
反
の
議
決
権
代
理
行
使
の
勧
誘
が
株
主
総
会
決
議
取
消
事
由
に
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
（
東
京
地
判
平

　

成
一
七
年
七
月
七
日
） 

法
学
研
究
八
二
巻
三
号　

平
成
二
一
年
三
月

死
亡
保
険
金
受
取
人
を
「
相
続
人
」
と
指
定
し
た
場
合
の
死
亡
保
険
金
と
相
続
財
産
（
最
判
昭
和
四
〇
年
二
月
二
日
）

 

保
険
法
判
例
百
選
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
〇
二
）　

平
成
二
二
年
一
二
月

第
三
者
に
対
す
る
新
株
の
有
利
発
行
と
株
主
総
会
決
議
の
欠
缺
（
最
判
昭
和
四
六
年
七
月
一
六
日
）

 

会
社
法
判
例
百
選
（
第
二
版
）（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
〇
五
）　

平
成
二
三
年
九
月

共
同
相
続
株
式
の
権
利
行
使
者
の
指
定
と
事
前
協
議
の
要
否
（
大
阪
高
判
平
成
二
〇
年
一
一
月
二
八
日
）

 

法
学
研
究
八
四
巻
一
〇
号　

平
成
二
三
年
一
〇
月

新
設
分
割
と
詐
害
行
為
取
消
し
（
東
京
地
判
平
成
二
二
年
五
月
二
七
日
、
東
京
高
判
平
成
二
二
年
一
〇
月
二
七
日
）（
共
著
）

 

ビ
ジ
ネ
ス
法
務
一
二
巻
一
号　

平
成
二
四
年
一
月

会
計
帳
簿
の
閲
覧
等
請
求
の
拒
否
事
由
と
主
観
的
意
図
の
要
否
（
最
決
平
成
二
一
年
一
月
一
五
日
）（
共
著
）

 

ビ
ジ
ネ
ス
法
務
一
二
巻
二
号　

平
成
二
四
年
二
月

取
締
役
会
決
議
を
経
て
い
な
い
重
要
な
取
引
と
無
効
の
主
張
権
者
（
最
判
平
成
二
一
年
四
月
一
七
日
）（
共
著
）

 

ビ
ジ
ネ
ス
法
務
一
二
巻
三
号　

平
成
二
四
年
三
月

株
式
会
社
の
政
治
献
金
（
最
決
平
成
一
八
年
一
一
月
一
四
日
）（
共
著
） 

ビ
ジ
ネ
ス
法
務
一
二
巻
四
号　

平
成
二
四
年
四
月

違
法
行
為
と
取
締
役
の
責
任
（
大
阪
高
判
平
成
一
八
年
六
月
九
日
）（
共
著
） 

ビ
ジ
ネ
ス
法
務
一
二
巻
五
号　

平
成
二
四
年
五
月

委
任
状
勧
誘
と
株
主
総
会
決
議
の
取
消
事
由
（
東
京
地
判
平
成
一
九
年
一
二
月
六
日
）（
共
著
）

 

ビ
ジ
ネ
ス
法
務
一
二
巻
六
号　

平
成
二
四
年
六
月
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取
締
役
再
任
前
の
事
情
お
よ
び
取
締
役
未
就
任
時
の
事
情
に
よ
る
解
任
の
訴
え
の
可
否
（
宮
崎
地
判
平
成
二
二
年
九
月
三
日
）

 

法
学
研
究
八
六
巻
四
号　

平
成
二
五
年
四
月

満
期
の
変
造
（
最
判
昭
和
五
〇
年
八
月
二
九
日
）

 

手
形
小
切
手
判
例
百
選
（
第
七
版
）（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
二
二
）　

平
成
二
六
年
一
一
月

退
職
慰
労
金
の
不
支
給
決
議
と
こ
れ
を
主
導
し
た
代
表
取
締
役
・
支
配
株
主
の
不
法
行
為
責
任
（
佐
賀
地
判
平
成
二
三
年
一
月
二
〇
日
）

 

法
学
研
究
八
八
巻
八
号　

平
成
二
七
年
八
月

そ
の
他

ク
ス
テ
前
後
期
法
案
対
照
条
文
（
資
料
） 

法
学
研
究
五
六
巻
一
〇
号　

昭
和
五
八
年
一
〇
月

 

（『
企
業
結
合
法
の
論
理
』
所
収
）

「
中
間
報
告
」
の
主
要
論
点
（
座
談
会
） 

企
業
会
計
三
九
巻
一
号　

昭
和
六
二
年
一
月

永
井
和
之
著
『
会
社
法
』（
書
評
） 

法
学
教
室
二
〇
〇
号　

平
成
九
年
五
月

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
―
監
査
・
監
督
制
度
の
あ
り
方
（
座
談
会
） 

民
商
法
雑
誌
一
一
七
巻
三
号　

平
成
九
年
一
二
月

一
五
年
ぶ
り
の
フ
ラ
ン
ス 

Ｃ
Ｏ
Ｆ
Ｒ
Ｉ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
三
三
号　

平
成
一
〇
年
一
二
月

わ
が
国
企
業
会
計
の
現
状
と
課
題
（
座
談
会
） 

税
経
通
信
五
四
巻
一
号　

平
成
一
一
年
一
月

企
業
経
営
の
透
明
性
と
監
査
役
の
役
割
―
連
結
経
営
時
代
を
む
か
え
て
（
第
四
八
回
監
査
役
全
国
会
議
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
）

 

月
刊
監
査
役
四
一
七
号　

平
成
一
一
年
七
月

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
―
サ
ン
パ
ウ
ロ
大
学
法
学
部
学
術
交
流
協
定
二
〇
周
年
記
念
行
事
に
際
し
て
の
講
演
及
び
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告

　

を
連
載
す
る
に
あ
た
っ
て 

法
学
研
究
七
二
巻
一
〇
号　

平
成
一
一
年
一
〇
月

演
習 

法
学
教
室
二
二
三
号
～
二
四
六
号　

平
成
一
一
年
四
月
～
平
成
一
三
年
三
月
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八
田
進
二
・
橋
本
尚
共
訳
『
英
国
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
』（
書
評
） 

経
理
情
報
九
二
〇
号　

平
成
一
二
年
六
月

随
筆
・
ホ
ン
ト
の
話
が 

会
計
人
コ
ー
ス
二
〇
〇
三
年
一
月
号
～
一
二
月
号　

平
成
一
五
年
一
月
～
一
二
月

西
本
辰
之
助
先
生 

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
編
『
語
り
継
ぐ
三
田
法
学
の
伝
統
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
）　

平
成
一
八
年
九
月

倉
澤
康
一
郎
先
生 

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
編
『
語
り
継
ぐ
三
田
法
学
の
伝
統
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
）　

平
成
一
八
年
九
月

私
の
研
究
紹
介 

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
編
『
語
り
継
ぐ
三
田
法
学
の
伝
統
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
）　

平
成
一
八
年
九
月

根
田
正
樹
・
明
石
一
秀
編
著
『
会
社
法
・
関
係
規
則
の
完
全
実
務
解
説
』（
書
評
） 

税
務
事
例
三
八
巻
一
〇
号　

平
成
一
八
年
一
〇
月

根
田
正
樹
・
菅
原
貴
与
志
・
松
嶋
隆
弘
編
著
『
内
部
統
制
の
理
論
と
実
践
』（
書
評
） 

税
務
事
例
三
九
巻
六
号　

平
成
一
九
年
六
月

法
学
六
法
（
信
山
社
）
二
〇
〇
八
年
版
～
二
〇
一
六
年
版　

編
集
代
表

標
準
六
法
（
信
山
社
）
二
〇
〇
九
年
版
～
二
〇
一
六
年
版　

編
集
代
表

商
法
判
例
研
究
五
〇
〇
号
を
記
念
し
て 

法
学
研
究
八
二
巻
九
号　

平
成
二
一
年
九
月

倉
澤
康
一
郎
先
生
を
偲
ぶ 

税
経
通
信
六
四
巻
一
五
号　

平
成
二
一
年
一
二
月

一
言
の
重
さ
（
倉
澤
康
一
郎
先
生
追
悼
記
事
） 

法
学
研
究
八
三
巻
一
一
号　

平
成
二
二
年
一
一
月

米
津
先
生
の
生
き
ざ
ま
（
米
津
昭
子
先
生
追
悼
記
事
） 

法
学
研
究
八
四
巻
一
〇
号　

平
成
二
三
年
一
〇
月

会
社
法
は
ど
こ
へ

　
　
　
　
　
　

第
二
回
日
台
ア
ジ
ア
未
来
フ
ォ
ー
ラ
ム

 

「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
企
業
法
制
の
継
受
及
び
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
影
響
」
に
お
け
る
基
調
講
演　

平
成
二
四
年
五
月

並
木
和
夫
君
を
偲
ぶ
（
並
木
和
夫
先
生
追
悼
記
事
） 

法
学
研
究
八
五
巻
五
号　

平
成
二
四
年
五
月

話
題
の
人
―
東
京
二
〇
二
〇
招
致
で
国
際
広
報
を
担
当　

髙
谷
正
哲
さ
ん　
（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）

 

三
田
評
論
一
一
七
三
号　

平
成
二
五
年
一
二
月
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日
本
に
お
け
る
法
学
教
育
の
現
状
と
課
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
京
大
学
・
西
北
法
政
大
学
共
催
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム

 

　
「
法
律
全
球
化
論
壇
―
全
球
化
与
法
学
教
育
発
展
」
に
お
け
る
講
演　

平
成
二
六
年
一
一
月

日
本
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
最
新
事
情

　
　

日
本
ブ
ラ
ジ
ル
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
「『
法
と
文
化
』
に
よ
る
新
た
な
日
伯
交
流
関
係
の
構
築
に
向
け
て
」

 

（
日
本
ブ
ラ
ジ
ル
外
交
樹
立
一
二
〇
周
年
認
定
事
業
）
に
お
け
る
講
演　

平
成
二
七
年
八
月


